
第 18号議案

令和 3年度長岡京市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

(第 3号 )

令和 3年度長岡京市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第 3号 )は、次

に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正 )

第 1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 11,989千 円を追

加 し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 1,471,507千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、 「第 1表歳入歳出予算補正」による。

令和 4年 2月 18日 提出

長 岡京市長  中小路 健 吾



後期高齢者医療事業特別会計補正予算
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第 1表

歳  入

歳入歳出予算補正

款 補正前の額

千円

1,173,1501後期高齢者医療保険料

項

1,173,150 7,058 1,180,208

計補  正 額

千円

1,180,208

千円

7,058

233,514

1後期高齢者医療保険料

237,9143繰入金 4,400

1-般会計繰入金 237,914233,514 4,400

5諸収入 1,562 531 2,093

1延滞金、加算金及び過料 150 200

1,510 381 1,8912償還金及び還付加算金

51,292

補 正 の な い 項 の 額

補 正 の な い 款 に か か る 額 51,292

1,459,518 11,989歳 入 合 計 1,471,507
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歳   出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金

3諸支出金

1償還金及び還付加算金

補 正 の な い 項 の 額

補 正 の な い 款 に か か る 額

千円

1,429,225

千円

11,608

千円

1,440,833

1,429,225 11,608 1,440,833

2,224 381 2,605

1,510 381 1,891

714 714

28,069 28,069

歳 出 合 計 1,459,518 11,989 1,471,507
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1総
(歳

括

入 )

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

1後期高齢者医療保険料

千円

1,173,150

千円

7,058

3繰入金 233.5141 4,400

5諸収入 1,562 531

|

千円

1,180,208

237,914

2,093

歳 入 合 計 1,459,518 11,989 1,471,507
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(歳  出)

補正前の額

千円

1,429,225

款 補 正 額 計

2後期高齢者医療広域連合納付金

千円

11,608

千円

1,440,833

3諸文出金 2,224 38 ll 2,605

ll,989 1,471,507歳 出 合 計 1,459,518
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補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財

般 財 源
国府支 地 方 債 そ  の

千 円 千 円 千円

4,400

千円

7,208

381

4,781 7,208
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2  歳  入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

曰

】 補正前の額 補 正 額

1後期高齢者医療保険料

千円

1,173,150

計 1,173,150 7,058 1,180,208

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1延滞金 50 150 200

計 50 150 200

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

1保険料還付金 1,500 381 1,881

計 1,510 381 1,891

計

183,4571保険基盤安定制度繰入金

233,514

4,400 187,857

4,400 237,914
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計

千円

7,058

千円

1,180,208



1現年度分

2,5842過年度分

節
明説

金区  分

2,584 滞納繰越分増

額

千円

9,227

△ 4,753

特別徴収保険料増

普通徴収保険料減

千円

4,474

l保険基盤安定

制度繰入金

０

・ 保険基盤安定制度繰入金増 4,400

―

―

―
■

1保険料還付金 保険料還付金増 381

150l延滞金 滞 金増
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3  歳   出

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

補 正 額 の 財 源 内 訳

定 財 源特

国府支出金 地 方 債

補 正 額補正前の額

千 円 千 円

4,400

7,2081,440,833 4,400

計目

そ  の

1,429,2251      11,608

一般財源
他

千 円 千 円 千円

1,440,833

千円

7,208

千円

4,4001,429,225.      11,608

(財源内訳 )

保険基盤安定制度繰入金

後期高齢者

医療広域連

合納付金

計

381381 1,891

381保険料還付金

3811,510 381 1,891計

(財源内訳

l保険料還付

金
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節

説 明
金  額

Ol後期高齢者医療負担金事業増

後期高齢者医療保険料等負担金増

後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金増

千 円

11,608

区  分

ll,608 242年金・保険制度の適正運用

千 円

18負担金・補助

及び交付金

7,208

4,400

242年金・保険制度の適正運用

01保険料徴収事業増

保険料償還金及び還付加算金増

381

381

22償還金・利子

及び割引料
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